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定 県 第 51 号 議 案

     平成 31313131 年度神奈川県一般会計補正予算（第 1111 号）

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

  平成31年度神奈川県一般会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8 億 1,200 万円を追加し、歳入歳出予

  算の総額を歳入歳出それぞれ 1 兆 8,307 億 2,400 万円とする。

（地方債の補正）

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

  予算の金額は、「第 1 表  歳入歳出予算補正」による。

第 2 条  地方債の追加は、「第 2 表  地方債追加」による。

平成31年 2月 26日 提出

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

平成 31年 2月 26日 提出
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

11 繰 入 金 52,168,539 247,000 52,415,539

2 基 金 繰 入 金 51,222,597 247,000 51,469,597

14 県 債 158,245,000 565,000 158,810,000

1 県 債 158,245,000 565,000 158,810,000

歳 入 合 計 1,829,912,000 812,000 1,830,724,000

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

5 衛 生 費 195,200,285 812,000 196,012,285

2 環 境 衛 生 費 1,113,540 812,000 1,925,540

歳 出 合 計 1,829,912,000 812,000 1,830,724,000
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　第 2 表　地方債追加

起債の目的 限 度 額

環 境 衛 生 施 設

起債の方法

借 入 先　財務省、

償還の方法利率

償還期間　据置期間
（衛 生 債）

565,000

千円

環 境 衛 生 施 設
整 備 費

借 入 先　財務省、
　銀行又はその他

借入方法　債券発行
　（他の地方公共団
　体との共同発行を
　含む。）又は普通
　貸借の方法による｡
　債券発行の場合に

年5.0%以内｡
ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる公的資
金について､
利率の見直
しを行つた

償還期間　据置期間
　を含め60年以内。
　ただし、財政の都
　合により償還年限
　を短縮し、繰り上
　げし、又は低利債
　に借り替えること
　ができる。

565,000

償還財源　一般歳入
　又はその他

借入時期　平成31年
　度。ただし、事業
　その他の都合によ
　り、その一部又は

　債券発行の場合に
　おける発行価格に
  ついては、知事が
  定める。

しを行つた
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。

そ の 他　経済界そ
　の他の状況により
　長期債の借り入れ
　が適当でないと認

　り、その一部又は
　全部を翌年度に繰
　り延べ起債するこ
　とができる。

　が適当でないと認
　めるときは、知事
　が適宜償還期間を
　定め、長期債を償
　還財源とする短期
　債をもつて一時本
　起債にかえること
　ができる。この場
　合長期債の借入時　合長期債の借入時
　期は、短期債の償
　還終期まで延長す
　る。
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